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今回の資料送付のご案内 

岡山大学メールマガジン     １９，２２号 

おかやま産業情報        春号，夏号 

行政岡山            ５，６，９，１０月号 

岡山建設業協会 会報      ５，７，９月号 

ｅコミ。おかやま        ６，９月号 

岡山県理学療法士会 会報    １０月号 

 

Oniビジョン「もっと知りたい！」／RSKラジオ｢敷居のめぇ～っちゃ低い法律相談所｣ 

 Oni ビジョンの「もっと知りたい！」に出演中。直近の放送は，９月

の「夏休みの宿題代行サービス －法的に問題はないの？－」，１０月

の「ブラックバイト －辞めたい場合の対処法－」でした。毎月何回か

放送されますので，是非ご覧になって下さい！ 

 RSK ラジオ「敷居のめぇ～っちゃ低い法律相談所」は，毎週月曜日

午後７時からの放送。皆さまから番組に寄せられた身近に起こる様々な

トラブルを法律の専門家たちとともにおもしろく，そしてわかりやすく

解説していますよ！ 

 前回の５月号から相当の時間が経ち，あっという間に夏も 

終わりました。この間，本業のほか，企業のリスクマネジメ 

ント，ガバナンス，創業支援，情報管理関係の講演等で忙殺 

されていました。写真は，情報メディアフォーラムでの「情 

報リスクマネジメント」の講演です。 

 昨年度の岡山市包括外部監査「区役所，支所の事務，事業」 

は，オンブズマンから優秀賞（大賞に次ぎ全国第２位）に評 

価されました。今年度も幼稚園，保育園等の監査で岡山市内 

をかけずり回っています。 

 少し早いですが，忘年会シーズンを無事に乗り切りましょう。 

お酒の飲みすぎにはくれぐれもご注意を！ 

 

 

 

↑情報メディアフォーラム 

←監査の新聞記事 

（H27.9.2 山陽新聞） 

http://kobayashilawoffice.p-kit.com/
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岡山大学メールマガジン 

************************************************************************* 

 ■□  法（ほう）～納得！ 第１９号  □■  平成２７年 ６月 １日発行 

************************************************************************* 

～ あなたの「チャリスマホ」の対価，５万円！？ ～ 

 この「法（ほう）～納得！」のコラムで第１２回目，第１４回目と自転車に関する話題を取り上げました

が，今回も，岡大生が愛用する「自転車」に関する話題を取り上げようと思います。このコラムを皆さんが

ご覧になるのは，平成２７年６月初旬になると思いますが，平成２７年６月１日から改正道路交通法が施行

されました。今日は，この改正道路交通法についてお話します。 

１ 改正道交法の内容  

 自転車運転中に「危険なルール違反」を繰り返すと「自転車運転者講習」（３時間：５，７００円）を受

けることになります。具体的には「危険行為を反復（３年以内に２回以上）」→「受講命令」→「講習の受

講」となりますが，公安委員会による受講命令に反すると５万円以下の罰金が科せられることになります。

「危険なルール違反」，すなわち「危険行為」としては下記の１４類型が挙げられます。 

 (1)信号無視（道交法第７条）         (2)通行禁止違反（同第８条第 1 項） 

 (3)歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）（同第９条） 

 (4)通行区分違反（同第１７条第１項，第４項又は第６項） 

 (5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害（第１７条の２第２項） 

 (6)遮断踏切立ち入り（同第３３条第２項）   (7)交差点安全進行義務違反等（第３６条） 

 (8)交差点優先車妨害等（第３７条）      (9)環状交差点安全進行義務違反等（第３７条の２） 

 (10)指定場所一時不定止当（第４３条）     (11)歩道通行時の通行方法違反（第６３条の４第２項） 

 (12)制動装置（ブレーキ）不良自転車運転（第６３条の９第１項） 

 (13)酒酔い運転（第６５条第１項）       (14)安全運転義務違反（第７０条） 

２ 大学生の「チャリスマホ」の大問題 

 上記のように，１４項目の危険行為が自転車運転者講習の対象となることがご理解いただけたと思います

が，岡大生の問題は，上記(14)に該当する可能性が極めて高い点にあると思います。 

 上記(14)は，「安全運転義務違反」とのみ規定されており，具体例はわかりません。しかし，「スマホ」

の「ながら運転」をしているあなた！「チャリスマホ」は「安全運転義務違反」になる可能性の高い行為な

のです。最近の大学生は，昼夜を問わず，スマホに接しています。そのような「スマホ依存」は自転車に乗

っている時にも現れています。スマホでの電話，スマホで LINE，このような「チャリスマホ」に轢かれそ

うになった歩行者，少なくはないと思います。また，自動車を運転している時も，異様にふらついている自

転車は大抵が「チャリスマホ」です。 

 事故を起こせば，数千万円単位の損害賠償責任も発生する可能性もあります。また，事故を起こさなくと

も，５，７００円の受講料を支払って３時間の講習を受けなければならなくなる可能性もあります。自転車

でスマホを操作したいと思ったときは，どうか，少し呼吸をおいて，自転車を止めてから操作をして下さい。

あなたのその勇気は，ご自分を含め沢山の人を救うことを念頭においてください。岡大生の自転車マナーが，

この改正道交法施行によって改善することを望みます。 

 また，最後にはなりましたが，岡大生の「チャリスマホ」の問題の他に，(ア)信号無視〔上記(1)〕，(イ)

酒酔い運転〔上記(13)〕の問題も気になります。私は，岡大のテニスサークルの顧問をしていることもあり，

学生さん達とお酒を飲む機会もあります。お酒を飲んだ後は，絶対に「酔いチャリ」しない！必ず，引いて

帰る！これを徹底して下さい。まぁ，そもそも，飲み屋にチャリで来るのを防止するのが先ですか。今後は，

岡大付近で飲みましょう。教職員の皆様におかれましても，そのような岡大生の行為を見かけたら厳重に注

意してくださいね。 
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岡山大学メールマガジン 

************************************************************************* 

 ■□  法（ほう）～納得！ 第２２号  □■  平成２７年 ９月 １日発行 

************************************************************************* 

～ ダフ行為に対する規制 ～ 

 ８月のお盆も終わり，次の行楽シーズンは９月のシルバーウィークですね。秋になれば，コンサート

やスポーツを観る機会も増えますが，今日は「ダフ行為に対する規制」についてお話しようと思います。  

１ ダフ行為 

 ダフ行為とは，コンサートやスポーツのチケットを購入し，買えなかった人に売る行為をいいます。

このような行為を行う人のことは，（商売として行っていなかったとしても）「ダフ屋」と呼ばれます。 

 ダフ行為自体を，規制する法律は存在しません。しかし，多くの地方公共団体の定める条例では，ダ

フ行為を取り締まりの対象としていることも多くあります。 

２ 迷惑防止条例 

 たとえば，岡山県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」（以下「迷

惑防止条例」といいます。）を制定しています。この岡山の迷惑防止条例の第９条では，「何人も，乗

車券，急行券，指定券，寝台券その他運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券，観覧券その他

公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため，

又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため，乗車券等を公衆に発売する場所において買

い，又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。２ 何人も，転売する目的で得た乗車券等を，

公共の場所において，不特定の者に売り，又は人につきまとつて売ろうとしてはならない。」と規定し

ており，ダフ行為を禁止しています。この規定に違反すれば，第１４条に基づき罰則が科せられること

となっています。第１４条は，「第２条，第５条，第６条，第７条第１項又は第８条から第１２条まで

の規定に違反した者は，５０万円以下の罰金に処する。 ２ 常習として前項に規定する違反行為をした

者は，６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。」と規定されています。 

３ 値段は関係なし 

岡山県の迷惑防止条例第９条をよく見ていただければ分かると思いますが，元のチケットよりも高い

金額での売却は要件となっていません。つまり，元のチケットと同じ価格もしくは安価でも，「公共の

場所で」転売すればダフ行為として処罰の対象となるのです。 

４ インターネットオークション 

 さて，昨今のインターネット社会で問題となっているのは，インターネットオークションでのチケッ

ト転売であろうと思います。インターネット上は，「公共の場」ではないと考えられていますので，イ

ンターネット上での転売行為は，実はダフ行為には当たりません。他方，インターネットオークション

で転売するために，チケット売り場でチケットを購入する行為は，「不特定の者に転売するため，又は

不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため，乗車券等を公衆に発売する場所において買い，

又は公衆の列に加わって買おうと」する行為に該当しますので，ダフ行為に該当します。インターネッ

トオークションに関して取締対象になっている行為は，転売自体ではなくチケット仕入れ行為なのです。 

 以上が，ダフ行為と迷惑防止条例についてのお話です。文化を深める秋，ダフ行為をご自分が行わな

いのはもちろんですが，周りの人が行おうとしていれば，迷惑防止条例違反になることを教えてあげて

下さい。 
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岡山県理学療法士会会報 
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岡山のおすすめ温泉 

これまで，県外の温泉のご紹介ばかりだったので，今回は岡山の温泉をご紹介したい

と思います。よく，岡山の温泉はどこが一番ですか？と聞かれるのですが，奥津温泉奥

津荘（鍵湯）とか，湯郷温泉療養湯とか，湯原温泉砂湯とか，真賀温泉（幕湯）などと

答えることが多いのですが，たけべ八幡温泉と桃太郎温泉も侮れません。 

 まず，たけべ八幡温泉は，以前の高瀬舟をイメージした味わいのある建部温泉会館を

廃止して，今年の４月，新館がオープンしました。内湯に循環風呂があるのはいただけ

ませんが，内湯にも露天風呂にも掛け流しの温泉があります。嬉しいのは，源泉の冷た

い湯舟があること。これだけで大満足！何でもかんでも沸かすのがいいわけではありま

せん。しかし，公的施設の宿命か…塩素殺菌していました。いくら掛け流しといっても，

塩素を入れた温泉は本物の温泉ではありません！源泉の注入量を増やせばいいだけのこ

とで，これだけのいい湯に塩素を混入するのは邪道であること切々と説いて，塩素殺菌

を止めることを検討していいただいています。 

 〈たけべ八幡温泉〉 

 

 

 

 

 

 

 次に，桃太郎温泉は，地下約１５００メートルを掘削して掘り出した温泉とは思えな

いくらい熟成度の高い温泉。岡山で随一といっていいくらいの硫黄臭とつるつる感。入

るとすぐに体に泡がつきます。当然のことながら，塩素殺菌はなしの本物の掛け流し。 

 〈桃太郎温泉〉 

 

 

 

 

 

 

 どちらも甲乙つけ難い岡山の宝です！ 

 

 

 

 


